
平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 新潟市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：新潟市社会福祉協議会 

委託内容：研修会の開催，成年後見制度についての周知，啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

「新潟市市民後見人養成研修」 

 

（対象者） 

（１） 平成 24年 10月 1日現在，年齢 25歳以上で新潟市内に在住 

（２） 成年後見制度及び高齢者や障がい者に対する福祉活動に理解と熱意

のある方 

（３） 原則としてすべての研修に参加でき，研修終了後，市民後見人とし

て活動できる方 

 

（研修カリキュラム） 

・基礎研修 21.5時間，実務研修 23.5時間，体験実習 2日間（10.5時間） 

新潟市，市社会福祉協議会が共同で成年後見制度推進検討委員会を開催

し，有識者，専門職団体の代表等からご意見をいただいた。 

 

（講師） 

・大学教授，弁護士，司法書士，社会福祉士，税理士，市職員，社会福祉協

議会職員等を予定。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

平成 24 年  7 月    成年後見制度検討委員会を開催し，市民後見人の

資格要件やカリキュラム等を検討 

     11月    市民後見人養成研修の説明会を開催 

平成 24年 12月～ 

平成 25年 3月    市民後見人養成研修を実施 

     

 

備      考 

 

 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名  新潟市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：  

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．関係機関，団体とのネットワークづくり 

  

 弁護士会，司法書士会，社会福祉士会，税理士会，地域包括支援センター

などと連携し，市民後見人の活動を支援する体制を整える。新潟市社会福祉

協議会と共同でケース検討会や，ネットワーク会議等を開催する。 

 

２．新潟市成年後見支援センターの開設準備 

  

新潟市が新潟市社会福祉協議会に委託し，平成 25年度より成年後見支援

センターを開設することとし，開設に向けた準備を進める。新潟市成年後見

支援センターでは，成年後見制度の相談・利用支援，普及・啓発，市民後見

人養成研修の実施と，市民後見人の活動支援等を行う。 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

平成 24年 10月～ 

平成 25年 2月     新潟市成年後見支援センターについての検討 

 

平成 25年 3月      新潟市成年後見支援センター開設準備 

ネットワーク会議の開催 

 

備      考 

 

 

 

別添 


